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（事業名・地区） 
益田港高津地区 
港湾改修事業 
 
（事業位置） 
益田市高津町 
 
（事業費） 
  6,603 百万円 
 
（事業概要） 
【補助】 
防波堤(東) 485m 
波除堤(東) 36.7m 
防波堤(西) 180m 
波除堤(西) 67m 
物揚場(-3.0m) 100m 
泊地(-3.0m) 9,395 ㎡ 
道路 7.0m×400m 
航 路 (-3.0m) 50m ×
361m 
防波堤(北) 40m 
護岸(防波) 41m 
護岸(航路) 75m 
【県単】  
護岸(西) 146m 
護岸(泊地) 103m 
埋立 4,050m2 
  
（事業主体の根拠） 
港湾法第 12 条、第 33
条、第 34 条 
 
（再評価区分） 
④再評価実施後5年を
経過している継続中
の事業 
 
（担当部課名） 
土木部港湾空港課 

（事業採択・着手・完了予定年 
度、経過年数） 
事業採択年度:1994(H6)年度 
工事着手年度:1994(H6)年度 
完了予定年度:2028(R10)年度 
経過年数：30 年 
 
（進捗状況と今後の見込み） 
進捗率： 68％ 
 

 
・防波堤(北)を施工中であり、R7
年度の完成を目指す。 
・令和 10 年度完了予定 
 
 

 

（事業導入の経緯・目的） 
 益田港は、島根県西部に位置し沿
岸漁業の基地港として利用されてい
る。高津地区は、以前は海浜を船揚
場として漁船が利用していたが、海
岸侵食により漁船を海浜に船揚げで
きなくなり、益田港内に移転してき
た。そのため益田港の係留施設が不
足することとなった。 
 益田港周辺は砂浜海岸であること
や益田港が高津川河口に位置してい
ることから毎年航路が埋塞し、出入
港に支障をきたしている。新港を作
ることで、係留施設不足を解消する
とともに、新たな航路を作ることで
河川内にある航路での出入港が困難
な場合でも港湾利用を可能にする。 
 
（事業を取り巻く社会情勢） 
 H23 年 1 月から 2 月にかけて航路
埋塞が発生。船舶の出入港が全くで
きない状態となり、利用者に大きな
影響が生じた。この事態を受け対策
を検討するための委員会を開催し、
高津川河口部の砂州に澪筋を作り計
画的に砂州を決壊させることで航路
への堆積を減ずる計画とした。 
 
（事業に対する地元情勢・計画の熟度） 

益田港背後には JF しまね益田支

所があり、石西地区一帯に鮮魚を供

給する魚市場も開設されており、係

留施設の不足や航路埋塞による出入

港の制限などの問題解決のため、益

田港の整備が期待されている。 

（費用対効果） 
ｂ／ｃ＝1.54 

 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減・代替案等） 
①既設施設に使用されてい

るブロックを再使用し、コス

ト縮減を図る。 
 
 
 
 
 
 

（その他の効果） 
特記事項なし 

 

（生活環境・自然環境への影響） 
環境配慮の取組状況 
・共通配慮事項 

別添『取組シート』のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（方針案） 
継続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（継続・中止の理由） 
整備の必要性が高

く、効果も認められる

ことから事業を継続す

る。 
 
 
 
 
 

（事業を中止した場合の影響） 
係留施設の不足が解消されず、離接

岸、入出港に多くの作業時間を要する

ことから、労働環境の改善が図れない。 
また既存の航路で毎年生じている航

路埋塞の対応に、多大な費用を投資し

続けることとなる。 
 
 

※環境への配慮欄の『個別配慮事項』は、『環境への配慮』取組シートの個別の配慮事項を概略で記載する。 
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【港湾の概要】

島根県の西部に位置し、高津川の河口に古くから栄えた天然の良港である。現在は沿岸漁業

の基地港として利用されている。

【事業の概要・目的】

益田港周辺は砂浜海岸であることや益田港が高津川河口に位置していることから毎年航路が

埋塞し、出入港に支障をきたしている。新港を作ることで、係留施設不足を解消するとともに、新

たな航路を作ることで河川内にある航路での出入港が困難な場合でも港湾利用を可能にする。

不足する係留施設

益田港 高津地区 港湾改修事業

防波堤（北） 標準断面図

波除堤（東） 標準断面図

港内側 港外側

護岸（泊地）113m

埋立4052m2 防波堤（東）485m

防波堤（西）180m

道路7m×400m

護岸（航路) 75m

護岸（西）146m

泊地（-3.0m)

波除堤（西）67m

防波堤（東）95m

防波堤（東）L=10m

防波堤（北）40m

護岸（防波）41m

物揚場(-3.0m）100m

波除堤（東）36.7m

航路（-3.0m)

大塚地区

高津川

高津地区

益田港

～R3年度実績

R4年度実施箇所

R5年度当初

R6年度以降残

他事業

港外側 港内側
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